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　厚木市消防本部は、清川村（非常備）から消防事務（消
防団に関する事務並びに水利の設置、維持及び管理に関
する事務を除く。）の委託を受け、管轄面積165.08㎢、
人口約23万人、１本部、２署７分署、職員246人体制で、
平成28年４月１日から広域化の運用を開始しました。
　厚木市は、神奈川県の中央に位置し、西部には大山が
そびえ、丹沢山塊へと連なっています。市の東部には、
遠く富士五湖の一つ山中湖に源を発する相模川の清流が
南北に流れ、これに併流する中津川や小鮎川などの流域
に平野が開けています。東西13.76㎞、南北14.71㎞の
扇形に近い地形で、面積が93.84㎢あります。
　本市は、都心から46㎞、横浜から32㎞に位置し、東
名高速道路や圏央道（さがみ縦貫道路）を始め国道246
号、129号、412号、小田原厚木道路などが整備され、
交通の要衝としての地理的条件にも恵まれています。
　また、都会の奥座敷として首都圏に真の自然を提供し
ている清川村は、神奈川県唯一の村として、県内北西部
の東丹沢山麗に位置し、北東は仏果連山を境に愛甲郡愛
川町、厚木市、北西は、丹沢山塊を境に相模原市、足柄
上郡山北町、南は秦野市、厚木市に接しており、東西
12.6㎞、南北９㎞、面積が71.24㎢の村です。面積の
89％が山林で占められており、煤ヶ谷には小鮎川、宮ヶ
瀬には中津川と早戸川がそれぞれ渓谷美や清流をつくっ
ています。気候も比較的温暖で、自然の動植物の宝庫で
もあります。

１　厚木市消防本部管轄区域の概要 ２　広域化に至る経緯

神奈川県　厚木市消防本部
新たな一歩

管内図

　平成18年６月に「消防組織法（昭和22年法律第226
号）」の一部改正及び総務省消防庁による「市町村の消
防の広域化に関する基本指針」の策定を受け、神奈川県
では、平成20年３月に「神奈川県消防広域化推進計画」
を策定し、県内（政令指定都市の横浜市、川崎市及び相
模原市を除く。）を５ブロックに分けて広域化を推進す
ることとし、本市を含む、秦野市、伊勢原市、愛川町及
び清川村の３市１町１村は県央西部地区として位置付け
られました。
　県央西部地区内の各自治体では、広域化の検討組織と
して県央西部地区消防広域化検討委員会を立ち上げ、平
成21年度から平成23年度まで検討を行いましたが、広域
化に伴う人件費や初期投資など市長部局との調整に多大
な時間を要することから、「市町村の消防の広域化に関す
る基本指針」における消防広域化の期限（平成24年度末）
内での実現は困難であるという結論に達しました。

厚木市・清川村消防事務委託締結式

　このような状況の中、平成25年４月に「市町村の消
防の広域化に関する基本指針」が一部改正されたことに
伴い、同年10月に常備消防化が長年の課題である清川
村から厚木市に消防事務委託の申入れがされ、厚木市と
清川村におけるメリット等を総合的に判断した結果、事
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４　おわりに
　近年の災害は、複雑多様化・大規模化しており、市民・
村民の皆様の生命、身体、財産を守るためは、消防力の
充実・強化、広域的な消防体制の構築が求められており
ます。
　このような中、厚木市消防本部は新たな一歩を踏み出
しましたが、今後とも、地域住民の皆様が安心して安全
に暮らせるまちをつくるため、消防防災力の更なる充実・
強化に努めることはもとより、住民の皆様と連携を図り、
職員が一丸となって業務に取り組んでまいります。

　広域化により、４つの効果がありました。
　（1）安心感の増加
　　�　今まで、非常備消防のみであった清川村が広域化
により常備消防化され、村内に厚木市北消防署清川
分署ができたことにより、住民の方からは、安心感
が増したなどの声を頂いております。

　（2）現場到着時間の短縮
　　�　清川村内に分署ができたことにより、村内はもと
より、市内においても清川村に隣接する地区の現場
到着時間を短縮することができました。

　（3）救急隊の運用効果向上
　　�　厚木市北消防署清川分署を配置したことにより、
管轄区域内全体の救急隊の運用効果を向上させるこ
とができました。

３　広域化の効果

厚木市北消防署清川分署

清川分署落成・開署式

高機能消防指令センター

清川分署テープカット

務委託に向けて検討を進める中、同年12月、神奈川県
内で初、全国で３番目となる消防広域化重点地域に指定
され、平成26年６月に消防事務の委託に関する規約を
締結、平成27年度には清川村内に厚木市北消防署清川
分署が完成し、平成28年４月１日から広域消防業務の
運用を開始いたしました。

　（4）財政負担の軽減
　　�　消防広域化重点地域に指定され、消防の広域化を
行うことで、国や神奈川県からの財政支援を受ける
ことができ、高機能消防指令センターやデジタル無
線の整備にかかる財政負担を軽減させることができ
ました。
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